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６．機械損料の補正 

算定表に示す機械損料は，平均的な使用条件下で使用する機械の標準的な経費であって，過酷な

使用その他の特殊な施工条件は考慮されていない。このため，具体的な工事の積算に当たっては，

必要に応じ標準値を補正することができる。 

以下は，国土交通省通達の請負工事機械経費積算要領に定める補正の内容である。 

（１）豪雪地域の補正……要領（第５第１号） 

豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項の規定により指定された地域（以下「豪雪地域」と

いう。）内において，施工される建設工事に使用する機械については，積雪等によって年間

稼働率が低下し，施工単位当たりの機械経費が上昇するため，機械損料のうち，固定費に属

する供用１日当たり損料（算定表 14欄）を 10％増額する。ただし，間接工事費等に計上さ

れた機械の輸送費が，豪雪地域以外の地域を基地として算定されているとき，あるいは除雪

作業に使用する機械やトンネル工事で使用する機械のように積雪によって機械の稼働率の低

下をもたらさない場合等は，豪雪地域補正は行わない。 

本損料表では豪雪地域をＢ地区，その他の地域（標準地域）をＡ地区と記載する。 

福島県の豪雪地帯 （令和 2年 8月 1日現在） 

豪 雪 地 域 （Ｂ地区） 標準地域
（Ａ地区） 郡 名 市 町 村 名 

岩 瀬 郡 
南 会 津 郡 
耶 麻 郡 
河 沼 郡 
大 沼 郡 

福島市（旧松川町、旧信夫村及び旧飯野町を除く）、会津若松市、
喜多方市、郡山市（旧湖南村に限る） 
天栄村 
南会津町、下郷町、只見町、檜枝岐村 
猪苗代町、西会津町、磐梯町、北塩原村 
会津坂下町、柳津町、湯川村 
金山町、昭和村、三島町、会津美里町 

左記以外の 
地 域 

豪雪地域補正の適用の考え方は以下のとおりとする。 

① 輸送の基地がＡ地区である場合は，Ａ地区の損料を採用する。

② 輸送の基地がＢ地区で，Ａ地区において稼動する場合はＡ地区の損料を採用する。

（下表参照）
豪雪地域補正の適用 

一般工事 
機械稼働地区 

Ａ Ｂ 

輸送 
基地 

Ａ Ａ地区損料 Ａ地区損料 

Ｂ Ａ地区損料 Ｂ地区損料 

なお、損料算定表の各機械の輸送基地は、損料算定表「所在地区分」欄番号により下表の

とおりとする。所在地区分が「－」については、所在地調査の結果、確認できなかった機種

であり、使用する場合は別途考慮すること。※所在地区分「６」についても「―」と同様の取扱い 
機械の所在地区分番号と所在地 
（イ）所在地区分１ （ロ）所在地区分２

所 在 地 豪雪地域区分 所 在 地 豪雪地域区分 

東京 Ａ 仙台市 Ａ 

新潟市 Ｂ 

（ハ）所在地区分３

所 在 地 豪雪地域区分 

仙台市、郡山市、いわき市 Ａ 

青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、山形市、酒田市、鶴岡市、福島市、新潟市 Ｂ 

（ニ）所在地区分４

所 在 地 豪雪地域区分 

各建設事務所 
(各港湾) 
各土木事務所 

下記以外の地域 Ａ 

福島市（旧松川町、旧信夫村及び旧飯野町を除く）、 
会津若松市、喜多方市、郡山市（旧湖南村に限る）、 
天栄村、南会津町、下郷町、只見町、檜枝岐村、猪苗代町、 
西会津町、磐梯町、北塩原村、会津坂下町、柳津町、 
湯川村、金山町、昭和村、三島町、会津美里町 

Ｂ 

（ホ）仮設材（鋼矢板（鋼矢板２型・５Ｌ型を除く。）、Ｈ形鋼、覆工板）の所在地は、上記「（ハ）所
在地区分３」と同じとする。
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７．福島県設計積算システム 基礎単価デー

タコード 対応表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 

 

１．基礎単価データコードは、福島県設計積算システムに登録されている機械

等の基礎単価データコードである。（M**** ：機械損料コード、K**** ：仮

設材単価コード、T**** ：資材単価コード（*は英数字）） 

２．基礎単価データコードが（ ）書きでないものは運転１時間（日）当り換

算損料が、基礎単価データコードが（ ）書きのものは供用１日当り換算損

料がシステム登録されている。 

  また、基礎単価データコードが［ ］書きのものは施工パッケージ型積算

方式に対応するためのコードである。 

 

 

 

475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490



491



492



493



494



495



496



497



498



499


	挿入元ファイル:"●66_【6-2】 機械損料申請マニュアル（R06）１式(20220803修正).pdf"
	【6-2】 機械損料申請マニュアル（R04）１式.pdf
	空白ページ

	06.損料申請マニュアル【修正版】.pdf

	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



